
住民監査請求監査結果 

１ 請求人  

   宮田 伊津美 

   阿瀨田 眞理 

   西原 孝夫 

 

２ 請求の受理 

   令和３年６月 10 日付で請求人から地方自治法(昭和 22 年法律 67 号)第

242条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求は、形式上の要件を具

備しているものと認め、同月 25日付で受理した。 

 

３ 請求の要旨及び理由 

   監査に当たり、請求書記載事項及び事実証明書並びに請求人の陳述から、

請求の要旨及び理由を次のように解した。 

(1)  請求の要旨 

   2020年８月５日の第３回山口県教科用図書岩国採択地区協議会（以下「岩

国採択地区協議会」)において、中学校歴史教科書を選定する協議の中で、

事実誤認の発言に対して、指摘も訂正もせずに協議を進行し選定を行った。

岩国採択地区協議会でのこの選定を経て、教育委員会で育鵬社の歴史教科

書が採択された。教科書採択は、公正・公平かつ適正な手続きによるもので

なければならないから、2020 年度採択の育鵬社歴史教科書については、採

択のやり直しをするべき不正事案である。                           

育鵬社の教師用歴史教科書及び指導書の購入費が、岩国市の公金から支

出された行為は、財務会計上看過しえない瑕疵があり違法かつ不当である。 

岩国市教育委員会は、岩国市に対して購入代金 629,591 円を返還するよ

う求める。 

(2)  請求の理由 

   文部科学省から、教科書採択は、綿密な調査研究を踏まえた上で、公正性・

透明性に疑念を生じることがないよう適切に行われる必要がある等の通知

がされている。岩国採択地区協議会において、歴史教科書を選定する際に、

事実誤認の発言や文部科学省通知に違反する発言があったにも関わらず、



委員及び同席者はその発言を正そうとせず、協議を進行させた。これらの事

実誤認の発言は、選定のための再投票において、育鵬社歴史教科書が有利に

なるよう誘導した。このような不正な手続きで選定、採択された育鵬社の教

師用歴史教科書及び指導書を購入した行為は違法かつ不当である。 

 

４ 監査の実施 

(1)  監査対象事項 

本件住民監査請求については、教師用歴史教科書及び指導書の購入代金を

岩国市の公金で支出したことは、違法かつ不当な財務会計上の行為に該当す

るのかという点を監査対象事項とした。 

(2)  監査対象担当課 

    教育委員会学校教育課 

(3)  請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人は、令和３年６月 10 日及び令和３年６月 30 日に、証拠の提出を

した。 

    令和３年７月１日に、請求人の陳述が行われ、請求人ら２人から、措置請

求書の補足説明がされた。陳述の要旨は、次のとおり。 

  ア 西原氏 

     教科書採択は、綿密な調査研究を踏まえた上で、公正・公平かつ適正な

手続きによるものでなければならない。文部科学省からの通達にも、「教

科書選定は綿密な研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念を生じさせ

ることのないよう、適切に行われることが必要である」と記載されている。 

岩国採択地区協議会において、事実誤認の発言、文部科学省通知に違反

した発言がされたにも関わらず、委員及び同席者は誰も正そうとしなか

った。また他にも、根拠あるいは公的調査資料及び、客観的な実績を示さ

ずに、育鵬社選定を有利にしようとする不公正、不公平な発言も行われ

た。 

岩国採択地区協議会構成員全体が、教科書採択の権限行使に伴う社会

的責任の自覚があるのだろうかということだ。 

岩国採択地区協議会における協議内容は、「教科書発行者より送付され

る教科書見本を基にその記載された内容について、専門的な見地及び客



観性の担保された文献等の資料による調査研究に基づいた審議」とは到

底いえないものであった。 

このような不正なかたちで採択された教科書だから採択のやり直しが

当然であるということになる。 

令和３年度においては、中学校歴史教科書について１社検定を経て新

たに発刊されることとなったことから、採択替えを行うことも可能であ

る。育鵬社歴史教科書については、採択のやり直しをするべき不正事案で

あることはもとより、教師用として購入し、指導書を購入した行為は、財

務会計上看過しえない瑕疵があり違法かつ不当である。岩国採択地区協

議会において、事実誤認の発言、文部科学省通知に違反した発言がされた

にもかかわらず、出席者及び同席者は正そうとしなかった。 

市の公金で購入した、教師用教科書、指導書購入費を、岩国市教育委員

会は岩国市に返還することを求める。 

  イ  宮田氏 

    こういう事態が発生するのは、選定する時の基礎になる研究調査委員

会の調査が、教科書そのものの問題点を明らかにしていない。実際の歴史

教科書を持参して鎖国等について事例を示し、教科書の誤りがあると指

摘。教員として、生徒として、好ましいかどうかということが全然調べら

れてない。 

（4） 関係職員の聴取り調査 

    令和３年７月６日より、教育長、教育次長、学校教育課長及び指導主事に

対する聴取り調査を実施した。調査結果は以下のとおりである。 

岩国採択地区協議会の議事録を令和２年９月に情報開示した際に、選定

委員の発言の中に事実誤認があると西原氏より指摘があった。教育委員に

は事実誤認の発言があったことを、教育長から電話で周知をした。教科書

採択については、和木町との合同採択であるから、和木町の教育長にも情

報を共有した。９月 30日の教育委員会議終了後、教育委員に事実誤認の発

言について再度伝え、発言による影響がなかったことを確認し、後日、和

木町の教育委員会議においても、事実誤認の発言による影響はなかったと

電話で連絡を受けた。 

令和３年１月に「岩国の教育を考える会」より、事実誤認があるので採択



をやり直さないといけないのではないか、という内容の要請文が提出され

た。 

岩国採択地区協議会は、教育委員会の代表が岩国市と和木町で３名ずつ、

校長会代表が岩国市２名・和木町１名、保護者代表が岩国市２名・和木町

１名、の 12名の委員で構成されている。 

岩国市の岩国採択地区協議会委員に対して、事実誤認の発言について議

事録に追記することを報告するとともに、事実誤認の発言による選定意思

の変更の有無について確認を行った。その中で、委員からは「影響はあり

ません、自分の意見で言いました。」との発言もあった。結果、委員全員よ

り選定意思の変更はないという回答であった。 

一方、和木町には和木町教育長より、岩国市と同様に岩国採択地区協議

会委員に対して事実誤認の発言について議事録に追記することを報告して

もらうとともに、事実誤認の発言による選定意思の変更の有無について確

認を依頼した。その結果、委員全員より選定意思の変更はないという回答

であった。 

２月の教育委員会議後、教育長は教育委員と協議し、採択のやり直しの

要請が出ているが、発言に影響を受けたものではないから採択をやり直す

必要はない、教科書採択については適正であると改めて確認を行った。教

科書採択は１市 1 町の合同採択であるから、それぞれに影響があればやり

直しが必要であるが、そうしたことはないとそれぞれの教育長、教育委員

に確認ができた。こうした確認を経て、要請に対しては、「発言による影響

はない」旨回答した。 

岩国採択地区協議会の委員には、令和２年５月 29日の会議において、国

からの通知を法令集という形で説明し、岩国採択地区協議会規約も配布を

している。事務処理に関する通知の一部については、会議に出していなか

ったことは事実であり、歴史教科書の使用については学習指導要領に記載

されているが、会議で共有していなかった。今後、改善を行っていきたい。 

議事録よりわかることとして、事実誤認の発言があった後すぐに、東京

書籍を推す意見が出たり、育鵬社を推す意見が出たり、様々な意見が交わ

された。他の委員の意見を参考にするものの、最後には委員自身の意見で

あった。当初の協議の中で、会長以外の意見として育鵬社と東京書籍は７



対４であったが、協議が調わなかったため投票を行い６対６となり、同数

となったので再度協議して、再投票を行い８対４の結果となった。最初の

意見で「決めがたい」と思っていた委員が揺れ動いて変わったことはある

が、元に戻った感じで、事実誤認の発言の前後で委員の意見は大きく変わ

ったとは思っていない。 

議事録で３月に追記となっているのは、情報公開で後に議事録をとった

人にも発言の誤りをわかるようにしたものである。 

 

５ 監査の結果 

(1)  調査の内容 

監査を行うに当たり、教育委員会への聴取り調査と岩国採択地区協議会

の議事録、関係書類の調査などにより、事実確認を行った。 

(2) 事実関係の確認 

ア 教科書選定採択のため行った岩国採択地区協議会の議事録を令和２年

９月に情報開示した際に、選定委員の発言の中に事実誤認があると西原氏

より指摘があった。 

教育委員には事実誤認の発言があったことを、教育長から電話で周知 

するとともに、教科書採択の合同採択先である和木町の教育長にも情報

を共有した。９月 30日の教育委員会議終了後、教育委員に事実誤認の発

言について再度伝え、発言による影響がなかったことを確認している。後

日、和木町の教育委員会議においても、事実誤認の発言による影響はなか

ったと電話で連絡を受けた。 

令和３年１月に「岩国の教育を考える会」より、事実誤認があるので採

択をやり直さないといけないのではないか、という内容の要請文が提出

された。 

まず、岩国市と和木町の岩国採択地区協議会委員にそれぞれ、事実誤認

の発言について議事録に追記することを報告するとともに、事実誤認の

発言による選定意思の変更の有無について確認を行い、選定の意思に変

更はないという結果に至った。 

２月の教育委員会議後、教育長は教育委員と協議し、採択のやり直しの

要請が出ているが、発言に影響を受けたものではないから、採択をやり直



す必要はない、教科書採択については、適正であると改めて確認した。こ

うした確認を経て、要請に対しては、「発言による影響はない」と回答し

た。 

岩国採択地区協議会の委員には、令和２年５月 29 日の会議において、

国からの通知を法令集という形で説明し、岩国採択地区協議会規約も配

布をして周知をしている。事務処理に関する通知の一部については、会議

に出していなかったことは事実であり、また、歴史教科書の使用について

は学習指導要領に記載されているが会議で共有していなかった。今後は、

教育委員会として改善を行っていく。 

   イ  教育委員会と地方公共団体の長の関係について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）

第 21条は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のうち、学校そ

の他の教育機関の設置、管理及び廃止、教育委員会及び学校その他の教

育機関の職員の任免その他の人事、教科書その他の教材の取扱いに関

することなど、その主要なものを教育委員会の職務権限としている。 

これに対し、地方公共団体の長の職務権限を定めた同法第 22 条は、

教育、学術、および文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事 

務並びに大学、幼保連携型認定こども園及び私立学校に関する事務を

除いては、教育財産の取得及び処分、教育委員会の所掌に係る事項に関

する契約の締結並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執

行という財務会計上の事務にこれを限定しているといえる。 

これらのことから、地方公共団体の区域内における教育行政につい

ては、原則として、これを地方公共団体の長から独立した機関である教

育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中立と教育行

政の安定の確保を図るとともに、教育行政の運営のために必要な財産

の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務については、これ

を地方公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面

を地方公共団体の一般財政の一環として位置付けて、地方公共団体の

財政全般の総合的運営の中で、教育行政の財政的基盤の確立を期する

こととしたものと解されている。 

          本件監査請求に当てはめれば、教科書の選定・採択権限は岩国市教育



委員会に、歴史教師用教科書及び指導書の購入費の支出の権限は岩国

市長にあることになる。  

     岩国市では、長である岩国市長は、地方自治法第 180 条の２及び市

長の権限に属する事務の教育委員会への委任及び補助執行に関する規

則（平成 18年規則第１号）第３条第６号に基づき、岩国市教育委員会

の所掌事務に係る予算の執行に関することを岩国市教育委員会事務局

の職員に補助執行させている。 

岩国市教育委員会事務決裁規程第５条第１項別表第１において、支

出負担行為について、1 件 50 万円未満の需用費（食糧費、燃料費及び

光熱水費を除く。）は課長、1件 50万円以上 500万円未満の需用費（食

糧費、燃料費及び光熱水費を除く。）は教育次長、支出命令について、

1 件 300 万円未満の需用費（食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。）は

課長、1件 300万円以上の需用費（食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。）

は教育次長の専決事項であり、また、岩国市事務決裁規程第５条第１項

別表第１において、1件 500万円以上の需用費（食糧費、燃料費及び光

熱水費を除く。）の支出負担行為については、副市長の専決事項とされ

ている。 

今回の歴史の教師用教科書及び指導書の購入代金 629,591 円に関す

る支出負担行為及び支出命令は、教師用教科書と指導書ごとに他の教

科の代金と合算した金額で、債権者単位に分けて行われており、より具

体的には、支出に関する調書の内、支出負担行為 47,130円から 337,022

円までの４件は課長、1,556,720 円と 3,068,560 円は教育次長、

7,638,400円と 11,000,440円は副市長が、また、支出命令 47,130円か

ら 1,556,720 円までの５件は課長、3,068,560 円から 11,000,440 円ま

での３件は教育次長が、それぞれ決定し支出している。 

(3)  判断 

     本住民監査請求は棄却する。 

(4) 理由 

住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による違法又は

不当な財務会計上の行為又は怠る事実により、当該地方公共団体に財産的

損害を生じ、又は生じるおそれのある場合において、当該財務会計上の行



為又は怠る事実について、監査及び当該行為の防止又は是正等を監査委員

に請求する権能を住民に対して与え、もって住民全体の利益を確保し、地

方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものである。 

  地方自治法第 242条第１項の規定によれば、この財務会計上の行為とは、

①公金の支出、②財産の取得、管理又は処分、③契約の締結又は履行、④債

務その他の義務の負担、また、怠る事実は、⑤公金の賦課又は徴収を怠る

事実、⑥財産の管理を怠る事実とされている。 

  ア 本件歴史教科書選定採択について 

(2)イで述べた地方教育行政の組織及び運営に関する法律のとおり、教

科書の選定・採択権限は岩国市教育委員会にあり、歴史教師用教科書及び

指導書の購入費の支出の権限は岩国市長にあることになる。 

     教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定する行為であるが、そ

れにより教師用教科書の購入時期、購入先、数量及び金額が決まり、その

支払いの義務が生じるものではない。 

     すなわち、教科書の採択は、それによって債務その他の義務を負担する

ものではないから、財務会計上の行為には当たらない。 

 したがって、教科書の採択は、住民監査請求の対象とはならない。 

イ 本件支出について 

歴史教師用教科書及び指導書の購入費の支出は、公金の支出に当たる

から、財務会計上の行為に該当する。 

請求人は、不正な手続きにより行われた本件採択の結果に基づく教師

用教科書及び指導書の購入費の支出は不当であると主張している。 

     財務会計上の行為に先行する非財務会計上の行為の違法又は不当を主

張する本件監査請求のような場合、たとえ先行する非財務会計上の行為

に違法事由があったとしても、これを前提になされた財務会計上の行為

自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものでない限り、財務会

計上の行為を行った職員に対して損害賠償責任を問うことはできないも

のと解されている。 

そして、(2)イで述べた教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分

関係からみると、教育委員会が自らの職務権限に基づいて行った行為に

ついて、地方公共団体の長は、当該行為が著しく合理性を欠き、そのため



これに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存在する場合

でない限り、当該行為を尊重し、その内容に応じた財務会計上の措置を採

るべき義務があり、これを拒むことはできない（最判平成４年 12 月 15

日）。 

したがって、教育委員会の教科書採択が、著しく合理性を欠き、そのた

めこれに予算執行の適正確保の見地から看過しえない瑕疵の存在する場

合には、看過しえない瑕疵の存在する教科書採択に基づいて行われた教

師用教科書及び指導書の購入費の支出は、財務会計法規上の義務に違反

する違法なものとなる。 

   ウ 看過しえない瑕疵の有無について 

(ｱ)  岩国採択地区協議会における中学校歴史教科書の採択については、 

   事実誤認の発言に対して、指摘も訂正もなされず行われたものである。 

西原氏より、事実誤認発言についての指摘を受けた後で、岩国採択

地区協議会の選定委員に対して、事実誤認発言について周知し、事実

誤認発言が選定結果に影響したか、及び選定の意思に変更はあるか確

認したところ、事実誤認発言が選定結果に影響はしておらず、選定の

意思に変更はないとのことであった。 

岩国採択地区協議会の議事録上、事実誤認発言以前から、「現在まで

９年間使用しており、現場でも定着している」「今では、現場の先生方 

も、この教科書を使いこなしている」「学校においては、日々の授業の

中で、指導もしやすくなってきている」との意見が複数の委員からで

ている。 

また、事実誤認発言は教科書を変えると混乱が生まれるという消極

的な理由であるが、そのほかの育鵬社継続使用を支持する意見は、現

場が慣れてきて効果的な授業ができるという積極的な理由であり、消

極的な理由を述べている委員はいない。 

以上から、主観的にも客観的にも、事実誤認発言が選定結果に影響

を与えたということはできない。 

(ｲ)  岩国採択地区協議会の議事録における委員⑥の「中学校の教職員は  

数年間、育鵬社を使ってきて、なじんでいる部分がある」「今後も、同

じ教科書を使った方がいいのではないかという現場の意見もある」と



の発言は、同委員の実感に基づく意見であることが明らかであり、公

正性を疑わせるようなものではないことは明らかである。 

したがって、同委員の発言は、文部科学省通知に違反するものでは

ない。 

   （ｳ） 以上より、岩国採択地区協議会における中学校歴史教科書の採択に

看過しえない瑕疵は存在しない。  

エ  結論  

     岩国採択地区協議会における中学校歴史教科書の採択に看過しえな

い瑕疵が存在しない以上、岩国市長は、岩国市教育委員会の自主性を尊

重し、教科書の採択に伴う財務会計上の措置を行うべき義務があり、こ

れを拒むことはできないのであるから、教師用教科書及び指導書の購入

費の支出は、違法又は不当な公金の支出に該当しない。 

以上のとおり、請求人の主張には理由がないことから、請求人の求め

る措置を講ずる必要はないので勧告は行わない。 

                                  

（監査委員の意見） 

   教科書の採択は、綿密な調査研究を踏まえた上で、公正性・透明性に疑念

を生じさせることのないよう適切に行われることが必要である。 

   そのような中で、事実誤認の発言がありそれを看過したことにより疑念が

生じたことは、誠に遺憾である。 

岩国市教育委員会においては、今後教科書の選定採択に当たって、万全を

期して行われるよう要望する。  

                                 以上 

 

 

   令和３年８月６日 

 

                                     岩国市監査委員 平 井 健 司 

                   岩国市監査委員 品 川 充 洋 

                   岩国市監査委員  山 原 司 


